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件数 ご意見に対する市の考え方 修正等の対応

1
素案に賛成します。セーフティネットとしての「就業場
所の確保」と「住居の確保」に力を入れ、再犯防止につ
なげて頂ければと考えます。

― 1
ご意見を踏まえ、引き続き、再犯防止の推進に努め
てまいります。

素案のとおりといた
します。

2

犯罪を犯した者を一括りにしないでほしい。再犯防止対
策としての更生支援は重要だと思うが、性犯罪を犯した
者は、簡単には更生できないのではないか。犯罪者を厳
に処罰し、二度と再犯をできないようにするシステムが
必要だと思う。

― 1

更生支援を推進することが、安全、安心に暮らせる
地域社会に寄与すると考えております。更生が容易
ではないことはご指摘のとおりです。一方、令和7年
6月に改正刑法が施行され、拘禁刑が創設されまし
た。これにより、受刑者の特性に応じた処遇が可能
となり、再犯防止に重点を置いた教育、指導が期待
されております。本市としましても、出所した者等
が必要に応じ、福祉的支援等に結びつくことができ
るよう本計画を通じて取り組んでまいります。

素案のとおりといた
します。

3
市の独自統計等が少ないと感じます。市の再犯率が50%前
後で、全国等若干減少傾向と同じとみているのか不明で
す。

― 1

ご意見のとおり、犯罪等に関するデータは有してい
ないことから、市の独自統計の掲載は少なく、法務
省や県警察の統計資料に基づくデータが主となって
おります。また、動画資料の「再犯者率は全国と同
様に50％前後で推移」という点は、現状、国、市と
もに50%前後にあるという意味で用いておりました。
いただいたご意見は今後の参考とさせていただきま
す。

素案のとおりといた
します。

4
市内保護司の数や1人当たりの担当など、マスコミは不足
との報道もあり、さいたま市の数がどうか、関連支援施
設も多いか少ないか分かりません。

― 1

ご意見を踏まえ、保護司の数の現状が分かるよう、
さいたま市域の保護司の定員数を掲載いたします。
関連する支援施設が多いか少ないかにつきまして
は、評価の基準がなく、判断が難しいところでござ
います。

素案を修正いたしま
す。

5

他市町村の施策と比較は良いですが、さいたま市は県の
中でも最も都会的で課題は顕在化し易いと思います。再
犯防止に関する機関の方々の意見等も紹介いただき施策
の妥当性が分かると良いです。その意味で成果指標や参
考指標が新たな評価指標として期待できますが、本市の
特性、課題が見え、対策の効果を踏まえた計画のフィー
ドバックを期待いたします。

― 1

本計画に掲載した市の取組は、再犯防止にも資する
副次的な取組を含め、重点項目ごとに整理しており
ます。検討にあたっては、再犯防止推進協議会に
て、関係機関の方々に参画いただいており、今後も
追加の指標含め、実績をフィードバックしていく予
定です。また、関係機関の声を重点項目ごとにコラ
ムとして掲載しております。

素案のとおりといた
します。

6

再犯者側の意識（何故再び犯罪を犯したのか）に関する
何らかのデータがあるのであれば、第1章（４）第1期の
評価と課題及び主な変更点の中で、付け加えた方が良い
と思う。そうすることによって、次期計画への変更の必
要性がより具体的になるのではないか。

10ページ／５
第1期計画の
評価と課題

1
ご意見いただきました再犯者側の意識に関するデー
タはございませんでした。ご意見は今後の施策の参
考とさせていただきます。

素案のとおりといた
します。

7

特に修正はないが、
・その人の性格に合った居場所
・心を通わせることのできる仲間
簡単ではないと思いますが、犯罪を犯した人を上記のよ
うな環境に入れてあげることが更生の第一歩につながる
のではないでしょうか。
例えば、みんなで震災復興のお手伝いに行くとか、高齢
化が進み過疎化した街の支援活動に行くなど。人のため
に役立つ経験をさせてあげることで、助け合う喜びや共
に生きる喜びを感じてもらいたいと思います。

― 1

ご意見のとおり、居場所や仲間の存在があることに
より、地域で孤立することなく生活ができ、再犯防
止につながるものであると考えます。ご意見は今後
の施策の参考とさせていただきます。

素案のとおりといた
します。

8

説明文にあるように、担い手の確保が困難となってきて
おり、高齢化が進んでいるので、保護司構成員の充実が
急務です。
65　更生保護関係団体への支援の「・・・振興をはかり
ます。」の次に以下の文章を入れててほしい。
「市ホームページや市広報誌に保護司の活動成果事例を
掲載し、保護司の重要性を訴求し成り手の増加を図って
いく。」

59ページ／第
3章　５　民
間協力者の活

動の促進

1

保護司等の担い手確保は大変重要だと考えておりま
す。「75　ホームページ等における再犯防止に関す
る情報発信」にて再犯防止に対する意識の向上を図
ります。ご意見は今後の施策の参考とさせていただ
きます。

素案のとおりといた
します。
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